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介護保険制度では、介護保険施設に入所し
た場合は、１日あたりの食事代を７８０円負
担していただくことになっています。ただし、
町民税非課税世帯等の方は、申請により食事
代が減額されます。
※現在、介護保険施設に入所されている方で、
有効期限が今年５月31日までの減額認定証を
お持ちの方は、６月30日までに更新の申請が
必要になります。
◆問い合わせ／介護保険課蕁７７‐５５０３

【
制
度
の
概
要
】

平
成
12
年
度
に
開
始
し
た
「
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
予
定
の
５
年
間
を

終
え
、
平
成
17
年
度
よ
り
新
た
に
第
二
期
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
中
山
間
地
域
等
の
農
地
や
営
農

を
守
り
多
面
的
機
能
を
保
全
す
る
た
め
、
集
落
協

定
を
結
ん
だ
集
落
や
個
別
協
定
を
結
ん
だ
認
定
農

業
者
等
に
交
付
金
を
交
付
す
る
制
度
で
す
。

集
落
に
お
い
て
本
制
度
を
活
用
し
た
地
域
活
性

化
の
方
策
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
重
要
で

す
。

【
交
付
金
の
活
用
に
つ
い
て
】

集
落
協
定
に
基
づ
い
て
毎
年
集
落
に
交
付
さ
れ

る
直
接
支
払
交
付
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
協
定

参
加
者
の
み
な
さ
ん
が
話
し
合
っ
て
決
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
交
付
金

を
活
用
し
て
自
分
達
が
暮
ら
す
地
域
を
い
か
に
よ

り
良
い
も
の
と
で
き
る
か
を
話
し
合
い
ま
し
ょ

う
。

【
平
成
16
年
度
実
施
状
況
】

平
成
16
年
度
は
、
96
集
落
で
取
り
組
み
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
地
域
ご
と
の
集
落
協
定
の
実
施
状

況
は
別
表
の
と
お
り
で
す
。

■
こ
の
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

農
林
課
農
林
振
興
班
（
蕁
７
９
‐
１
０
０
２
）

◆平成１６年度協定集落締結状況

中
山
間
地
域
等

直
接
支
払
制
度
に
つ
い
て
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（１日あたり）
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